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1. はじめに：特許庁による「除くクレーム」に関する通知の背景 
特許庁は、令和 7 年 4 月 3 日に「除くクレーム」とする補正についての留意点を公表しまし

た。本報告書は、この通知が公表された背景にあると考えられる要因について分析することを

目的としています。特許出願の審査過程において、補正は拒絶理由を解消し、特許権の範囲を

適切に定めるための重要な手段であり、近年その複雑性と重要性が増しています。令和 7 年 4
月 3 日という時期は、新たな会計年度の開始時期と重なる可能性があり、特許庁が新たな方針

や重点事項を示すタイミングとして考えられます。また、調整課審査基準室という部署名か

ら、審査基準の統一的な運用と、実務上の課題への対応が意図されていることが示唆されま

す。 
2. 日本の特許法における「除くクレーム」の概念 
特許庁の通知によれば、「除くクレーム」とは、請求項に記載された事項の表現を維持しつ

つ、その請求項に係る発明に含まれる一部の事項を明確に除外する請求項を指します。このよ

うな「除くクレーム」は、主に新規性や進歩性に関する拒絶理由通知に対して、その理由を解

消するために用いられることがあります。例えば、引用発明と請求項の一部が重複する場合

に、その重複する部分のみを「除く」ことで、特許性を主張する戦略が取られます。イノベン

ティアの解説 1 によれば、「除くクレーム」は、進歩性が問題とならない拡大先願要件違反

（特許法 29 条の 2）の解消によく用いられるとされています。特許・実用新案審査基準 2 に

おいても、引用発明と重複する部分のみを除く補正は、新たな技術的事項を導入しない限り許

容されると明記されています。日本弁理士会特許委員会による調査 4 では、化学分野で多く活

用されてきた「除くクレーム」が、近年では電気・機械分野でも適用される例が見られること

が指摘されています。このように、「除くクレーム」の利用が多様な技術分野に拡大している

ことが、特許庁が改めて留意点を周知する必要性を生じさせたと考えられます。 
3. 特許庁が示す懸念点の分析 
特許庁は、今回の通知において、「除くクレーム」に関するいくつかの懸念を表明していま

す。その一つとして、特許発明の技術的範囲は、特許法第 70 条第 2 項に基づき、願書に添付

された明細書及び図面を考慮して解釈されるべきであるにもかかわらず、「除くクレーム」に

おける「除く」部分が、出願当初の明細書等に明示的な記載のない事項、例えば拒絶理由通知

で引用された文献中の表現等に基づいて記載されている場合に、その意義を適切に解釈できな

い可能性がある点を指摘しています。これは、特許権者が意図する技術的範囲と、実際に認め

られる技術的範囲との間に乖離が生じるリスクを示唆しています。 
また、特許庁は、「除くクレーム」における「除く」部分の内容によっては、審査段階

において、進歩性欠如（特許法第 29 条第 2 項）、明確性要件違反（特許法第 36 条第

6 項第 2 号）、新規事項の追加（特許法第 17 条の 2 第 3 項）といった拒絶理由が通

知される可能性があることにも注意を促しています。進歩性については、特許・実用新



案審査基準 2 にも記載されている通り、新規性等の拒絶理由に対して「除くクレーム」

とすることにより特許を受けることができる発明は、拒絶理由で指摘された引用発明と

比較して技術的思想が顕著に異なり、本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重な

るような発明に限られます。引用発明と技術的思想が顕著に異なる発明でない場合は、

「除くクレーム」によって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないとさ

れています。 

新規事項の追加については、知財高裁平成 20 年 5 月 30 日「ソルダーレジスト」大合

議判決 1 を参照しつつ、「除くクレーム」とする補正が「当初明細書等に記載した事

項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断され

ると説明しています。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明

細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を指します。特に、「除

くクレーム」により進歩性欠如の拒絶理由を解消したと主張する場合には、補正によっ

て技術的思想が変化している可能性があり、新規事項の追加という疑義が生じやすいた

め、意見書等でその根拠を十分に説明するよう求めています。 

明確性については、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占める場合や多数

にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがある点、ま

た、「除く」部分が拒絶理由通知で引用された文献中の表現を借りて記載されている場

合には、実際に当該文献の内容を確認しない限り、その内容を明確に把握できない場合

がある点を指摘しています 3。これらの懸念点は、特許権の安定性や第三者の予測可能

性を損なう可能性があるため、特許庁が注意喚起を行ったと考えられます。 

4. 特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を掲載した背景の考察 
特許庁がこのタイミングで「除くクレーム」に関する留意点を掲載した背景には、複数の要因

が考えられます。 
まず、近年における「除くクレーム」を用いた補正の増加が挙げられます 3。日本弁理

士会特許委員会の調査 13 によれば、審査過程で進歩性違反が指摘され、「除くクレー

ム」に補正された案件の検討が行われており、その有用性が改めて認識されています。

また、20 21 年の登録における「除くクレーム」の件数・割合を分野別に見ると、化

学、医薬・バイオ分野で高い一方、機械系分野でも一定程度利用されていることが分か

ります 3。このように、「除くクレーム」が広範な技術分野で利用されるようになり、

その適切な運用に関する指針を示す必要性が高まったと考えられます。 

次に、関連する裁判例の動向も影響している可能性があります。知財高裁の判決 7 で

は、「除くクレーム」とする補正が広く認められる傾向が示されており、特許庁の審査

基準との整合性を図る必要が生じている可能性があります。特に、新規事項の追加に関

する判断基準は、ソルダーレジスト大合議判決 1 以降、重要な議論の的となっており、



最近の知財高裁の判決 1 では、数値限定を伴う「除くクレーム」における新規事項の追

加の判断について、より詳細な解釈が示されています。これらの判例を踏まえ、審査官

と出願人の双方に対して、より明確な判断基準を提供することが、今回の通知の目的の

一つと考えられます。また、「除くクレーム」によって進歩性が認められた裁判例も複

数存在しており 14、審査においてこの点を適切に考慮するよう促す意図も考えられま

す。 

さらに、特許庁が公開している統計情報や年次報告書 15 などを確認すると、特許出願

件数は近年増加傾向にあり 18、審査請求件数も依然として高い水準で推移しています
19。このような状況下で、「除くクレーム」を用いた補正が適切に行われない場合、審

査の遅延や審査品質の低下につながる可能性があります。特許庁は、審査の質の向上 20

を重要な課題としており、今回の通知も、その一環として、審査の効率化と品質維持を

図る目的があると考えられます。 

過去の特許庁の告知や審査基準の改訂情報 6 を検索すると、「除くクレーム」に関する

言及は以前から存在しており、今回の掲載が全く新しいものではないことが分かりま

す。例えば、ソルダーレジスト事件大合議判決を受けて、審査基準が改訂されています
8。今回の通知は、これらの継続的な情報提供の一環として、最近の動向や審査上の課

題を踏まえて、改めて注意喚起を行ったものと解釈できます。 

知財に関するニュースサイトや専門家のブログ 1 などを見ると、「除くクレーム」は特

許実務において、先行技術との抵触を回避するための有効な手段として認識されていま

すが、新規事項の追加や明確性の点で注意が必要であるという意見が多く見られます
27。今回の特許庁の告知は、このような業界の認識を踏まえ、実務における適切な対応

を促すものと考えられます。 

「除くクレーム」が特許実務においてどのような場面で用いられ、どのようなメリッ

ト・デメリットがあるのかについては、弁理士による解説 12 などで議論されていま

す。「除くクレーム」は、特許請求の範囲を不必要に狭めることなく、先行技術との差

異を明確にするのに役立つ一方、記載不備や新規事項追加のリスクも伴います。特許庁

の通知は、これらの点を踏まえ、出願人に対して慎重な判断を求めるものと言えるでし

ょう。 

米国や欧州などの主要な特許庁における類似の制度やガイドライン 32 と比較すると、

これらの地域でも「ディスクレーマー」や「ネガティブ・リミテーション」といった概

念が存在し、特許請求の範囲から特定の要素を除外することが認められています。しか

し、その具体的な要件や判断基準は各国・地域で異なっており 40、日本の特許制度にお

いても、独自の解釈と運用がなされています。今回の告知の背景には、国際的な動向を



考慮しつつ、日本の実情に合わせた適切な指針を示すという意図も考えられます。 

5. 結論：特許庁が「除くクレーム」に関する留意点を掲載した背景 
上記の分析を総合的に考慮すると、特許庁が「除くクレーム」に関する留意点をこのタイミン

グで掲載した背景として、以下の複数の要因が考えられます。 
● 「除くクレーム」の利用増加と多様化: 近年、様々な技術分野で「除くクレーム」

が利用されるようになり、その適切な運用に関する指針を示す必要性が高まった。 
● 関連裁判例の動向: ソルダーレジスト大合議判決以降の裁判例、特に新規事項の追

加に関する判断や、進歩性の判断における「除くクレーム」の役割に関する判例の

動向を踏まえ、審査実務との整合性を図る必要が生じた。 
● 審査品質の維持・向上: 特許出願件数が依然として多い状況下で、「除くクレー

ム」の不適切な利用が審査の遅延や品質低下を招くことを防ぐため、改めて注意喚

起を行った。 
● 継続的な情報提供の一環: 過去の審査基準改訂や告知を踏まえ、最新の状況に対応

した情報提供を行うことで、審査官と出願人の双方に対して、より明確な指針を示

した。 
● 業界の関心と実務上の課題への対応: 特許実務において「除くクレーム」が重要な

役割を果たす一方で、新規事項の追加や明確性に関する課題も指摘されており、こ

れらの点に対する注意を促した。 
● 国際的な特許制度との比較: 主要な特許庁における類似の制度を踏まえつつ、日本

の特許制度における適切な運用を促す意図があった。 

これらの要因が複合的に作用し、特許庁が今回の「除くクレーム」に関する留意点を公

表するに至ったと考えられます。この通知は、特許出願人に対してより慎重な補正を促

すとともに、審査官に対してはより厳格な審査を求めるものと解釈できます。今後、特

許実務においては、この留意点を踏まえた上で、「除くクレーム」の利用がより適切に

行われることが期待されます。 
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